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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源装置から直流電力が供給される第１の動作モードと、前記電源装置からの前記直流
電力の供給が遮断される第２の動作モードとを有する情報機器であって、
　前記直流電力によって動作し、ラッチ開始信号を出力する制御部と、
　前記電源装置に接続される入力端子、出力端子、及び前記入力端子と前記出力端子との
接続状態がオン状態となる第１の姿勢と前記接続状態がオフ状態となる第２の姿勢とに切
り換える操作部とを有する電源スイッチと、
　前記電源スイッチの前記出力端子に接続される第１の端子及び接地される第２の端子を
有する平滑コンデンサと、
　前記電源スイッチの前記出力端子と前記制御部との間に接続され、前記制御部への前記
直流電力の供給と遮断とを切り換えるスイッチ回路と、
　前記制御部から入力された前記ラッチ開始信号をラッチするラッチ回路を有し、前記ラ
ッチ回路における前記ラッチ開始信号のラッチ状態に基づいて前記制御部への前記直流電
力の供給を遮断するスイッチ制御信号を生成し、前記スイッチ回路に前記スイッチ制御信
号を出力するスイッチ制御信号生成回路と、
　前記電源スイッチにおける前記接続状態を検出し、前記接続状態がオフ状態である場合
に、前記ラッチ回路における前記ラッチ開始信号のラッチを解除するラッチ解除信号を前
記スイッチ制御信号生成回路に出力するラッチ解除信号生成部と、を備え、
　前記ラッチ回路および前記ラッチ解除信号生成部は、前記電源スイッチの前記出力端子
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または前記平滑コンデンサから供給される前記直流電力によって動作可能に構成され、
　前記制御部は、前記第１の動作モードから前記第２の動作モードに移行するときに、前
記ラッチ開始信号を前記スイッチ制御信号生成回路に出力し、
　前記ラッチ回路は、前記ラッチ回路に前記ラッチ解除信号が入力されたときに、前記ラ
ッチ開始信号のラッチを解除し、
　前記スイッチ回路は、前記スイッチ制御信号が入力されているときに開状態になり、前
記スイッチ制御信号が入力されていないときに閉状態になることを特徴とする情報機器。
【請求項２】
　前記ラッチ解除信号生成部は、前記電源スイッチの前記入力端子と前記出力端子と間の
電位差を検出し、前記電位差が所定値以上である場合に、前記接続状態がオフ状態である
ものとして、前記ラッチ解除信号を前記スイッチ制御信号生成回路に出力する電位差検出
回路を備える請求項１に記載の情報機器。
【請求項３】
　前記平滑コンデンサの前記第１の端子と前記ラッチ回路との間に、前記平滑コンデンサ
の残留電荷を放電させる抵抗器を備え、
　前記抵抗器の抵抗値は、前記残留電荷の放電時における消費電力および放電時間に基づ
いて設定される請求項２に記載の情報機器。
【請求項４】
　前記制御部は、前記第１の動作モードである期間、前記スイッチ制御信号生成回路にラ
ッチ解除禁止信号を出力し、前記第１の動作モードから前記第２の動作モードに移行する
ときに、前記ラッチ解除禁止信号の出力を停止し、
　前記スイッチ制御信号生成回路は、前記ラッチ解除禁止信号が入力されている期間、前
記ラッチ回路への前記ラッチ解除信号の入力を禁止するラッチ解除禁止回路を備える請求
項２または３記載の情報機器。
【請求項５】
　前記スイッチ制御信号生成回路は、前記ラッチ回路から前記ラッチ開始信号をラッチし
ていることを示す状態信号が入力されている期間および前記ラッチ解除禁止回路から前記
ラッチ解除信号が入力されている期間、前記制御部への前記直流電力の供給を遮断する前
記スイッチ制御信号を生成し、
　前記ラッチ開始信号をラッチしていることを示す状態信号および前記ラッチ解除信号が
入力されていない期間、前記制御部への前記直流電力の供給を遮断する前記スイッチ制御
信号を生成しないＯＲ回路を備え、
　前記ＯＲ回路から出力される信号を、前記スイッチ制御信号として出力する請求項４に
記載の情報機器。
【請求項６】
　前記制御部は、エラーを検出するエラー検出部を備え、
　前記エラー検出部は、前記エラーを検出したときに、前記ラッチ開始信号を前記スイッ
チ制御信号生成回路に出力する請求項１ないし５のいずれか１項に記載の情報機器。
【請求項７】
　前記情報機器は、プリンターである請求項１ないし６のいずれか１項に記載の情報機器
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　プリンター等のいわゆる小型情報機器には、外部に接続された電源装置から供給される
直流電力によって動作するタイプのものがある。そして、近年では、消費電力を抑制する
ために、情報機器に対して、電源スイッチがオン状態であっても、情報機器が長時間使用
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されずに、主機能を提供しない場合には、ＣＰＵを含む内部回路、すなわち、電力の消費
量が比較的多い部位への直流電力の供給を遮断することが求められている。さらに、エネ
ルギー使用製品に対して環境配慮設計を義務付けるＥｕＰ指令（Directive on Eco-Desig
n of Energy Using Products）では、オフモード、すなわち、機器が商用電源につながっ
ているものの、どのような機能も提供していない動作状態における消費電力を０．５（Ｗ
）以下に抑制することが要求されている。
【０００３】
　オフモードを備える情報機器には、内部回路への直流電力の供給を遮断するための電力
供給遮断回路として、内部回路への直流電力の供給を遮断するためのスイッチ回路や、こ
のスイッチ回路を開状態に保持するためのラッチ回路が備えられる。また、この情報機器
には、電源電圧を安定化させるための平滑コンデンサや、この平滑コンデンサの残留電荷
を必要に応じて放電させるための、放電抵抗を含む放電回路も備えられる。なお、平滑コ
ンデンサとしては、比較的大容量のコンデンサが用いられる。
【０００４】
　このような情報機器では、内部回路へ直流電力の供給を遮断するときに、例えば、ＣＰ
Ｕからラッチ回路にラッチ開始信号が入力され、ラッチ回路は、ラッチ開始信号をラッチ
する。そして、ラッチ回路は、ラッチ開始信号をラッチしている期間、スイッチ回路を開
状態に保持するべきスイッチ制御信号をスイッチ回路に出力する。スイッチ回路は、この
スイッチ制御信号が入力されている期間、すなわち、ラッチ回路がラッチ開始信号をラッ
チしている期間、開状態を保持し、内部回路への直流電力の供給を遮断する。なお、この
状態から内部回路への直流電力の供給を再開させるためには、一旦、情報機器の電源スイ
ッチをオフ状態に切り換えた後に、オン状態に戻すことが必要となる。これは、以下の通
りである。
【０００５】
　すなわち、スイッチ回路が開状態であって、内部回路への直流電力の供給が遮断されて
いるときに、情報機器の電源スイッチがオフ状態に切り換えられると、放電回路が動作す
ることによって、平滑コンデンサの残留電荷が放電する。その後、この残留電荷の放電に
よって、平滑コンデンサの両端子間の電圧がラッチ回路の動作電圧未満に低下すると、ラ
ッチ回路におけるラッチ開始信号のラッチが解除される（ラッチ解除）。このラッチ解除
によって、スイッチ回路が閉状態になり、再度、電源スイッチがオン状態に切り換えられ
たときに、ＣＰＵを含む内部回路に直流電力が供給される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１６６５６１号公報
【特許文献２】特開２００５－３１２１６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、情報機器のユーザは、上述したように、内部回路への直流電力の供給を再開
させるために、電源スイッチをオフ状態に切り換えた直後にオン状態に戻す操作を行う場
合がある。この場合、平滑コンデンサの残留電荷が十分に放電されずに、ラッチ回路のラ
ッチ解除がなされない場合がある。この場合、電源スイッチがオン状態に切り換えられて
も、スイッチ回路は開状態のままであるので、内部回路への直流電力の供給を行うことが
できず、内部回路は動作することができない。このような不具合を解消するためには、放
電回路に備えられる放電抵抗として、抵抗値ができるだけ小さく、許容損失ができるだけ
大きい抵抗器を用いることによって、ラッチ解除に要する時間（ラッチ解除時間）を短縮
することが考えられる。
【０００８】
　しかし、上述した特性を有する抵抗器は、一般に外形寸法が比較的大きいため、このよ
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うな抵抗器を放電抵抗として用いることは、情報機器の大型化を招く。このため、上述し
た特性を有する抵抗器は、情報機器への搭載には適さない。
【０００９】
　本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであり、ＣＰＵを含む内部回路へ
の直流電力の供給が遮断されているときに、ラッチ回路のラッチ解除によって、直流電力
の内部回路への供給が再開される情報機器において、情報機器の小型化と、ラッチ解除時
間の短縮とを両立することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
　［形態１］
　電源装置から直流電力が供給される第１の動作モードと、前記電源装置からの前記直流
電力の供給が遮断される第２の動作モードとを有する情報機器であって、
　前記直流電力によって動作し、ラッチ開始信号を出力する制御部と、
　前記電源装置に接続される入力端子、出力端子、及び前記入力端子と前記出力端子との
接続状態がオン状態となる第１の姿勢と前記接続状態がオフ状態となる第２の姿勢とに切
り換える操作部とを有する電源スイッチと、
　前記電源スイッチの前記出力端子に接続される第１の端子及び接地される第２の端子を
有する平滑コンデンサと、
　前記電源スイッチの前記出力端子と前記制御部との間に接続され、前記制御部への前記
直流電力の供給と遮断とを切り換えるスイッチ回路と、
　前記制御部から入力された前記ラッチ開始信号をラッチするラッチ回路を有し、前記ラ
ッチ回路における前記ラッチ開始信号のラッチ状態に基づいて前記制御部への前記直流電
力の供給を遮断するスイッチ制御信号を生成し、前記スイッチ回路に前記スイッチ制御信
号を出力するスイッチ制御信号生成回路と、
　前記電源スイッチにおける前記接続状態を検出し、前記接続状態がオフ状態である場合
に、前記ラッチ回路における前記ラッチ開始信号のラッチを解除するラッチ解除信号を前
記スイッチ制御信号生成回路に出力するラッチ解除信号生成部と、を備え、
　前記ラッチ回路および前記ラッチ解除信号生成部は、前記電源スイッチの前記出力端子
または前記平滑コンデンサから供給される前記直流電力によって動作可能に構成され、
　前記制御部は、前記第１の動作モードから前記第２の動作モードに移行するときに、前
記ラッチ開始信号を前記スイッチ制御信号生成回路に出力し、
　前記ラッチ回路は、前記ラッチ回路に前記ラッチ解除信号が入力されたときに、前記ラ
ッチ開始信号のラッチを解除し、
　前記スイッチ回路は、前記スイッチ制御信号が入力されているときに開状態になり、前
記スイッチ制御信号が入力されていないときに閉状態になることを特徴とする情報機器。
【００１１】
　［適用例１］
　電源装置から直流電力が供給される第１の動作モードと、前記電源装置からの前記直流
電力の供給が遮断される第２の動作モードとを有する情報機器であって、
　前記直流電力によって動作し、ラッチ開始信号を出力する制御部と、
　前記電源装置に接続される入力端子、出力端子、及び前記入力端子と前記出力端子との
接続状態がオン状態となる第１の姿勢と前記接続状態がオフ状態となる第２の姿勢とに切
り換える操作部とを有する電源スイッチと、
　前記電源スイッチの前記出力端子に接続される第１の端子及び接地される第２の端子を
有する平滑コンデンサと、
　前記電源スイッチの前記出力端子に接続され、前記制御部への前記直流電力の供給と遮
断とを切り換えるスイッチ回路と、
　前記制御部から入力された前記ラッチ開始信号をラッチするラッチ回路を有し、前記ラ
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ッチ回路における前記ラッチ開始信号のラッチ状態に基づいて前記制御部への前記直流電
力の供給を遮断するスイッチ制御信号を生成し、前記スイッチ回路に前記スイッチ制御信
号を出力するスイッチ制御信号生成回路と、
　前記電源スイッチにおける前記接続状態を検出し、前記接続状態がオフ状態である場合
に、前記ラッチ回路における前記ラッチ開始信号のラッチを解除するラッチ解除信号を前
記スイッチ制御信号生成回路に出力するラッチ解除信号生成部と、を備え、
　前記ラッチ回路および前記ラッチ解除信号生成部は、前記電源スイッチの前記出力端子
または前記平滑コンデンサから供給される前記直流電力によって動作可能に構成され、
　前記制御部は、前記第１の動作モードから前記第２の動作モードに移行するときに、前
記ラッチ開始信号を前記スイッチ制御信号生成回路に出力し、
　前記ラッチ回路は、前記ラッチ回路に前記ラッチ解除信号が入力されたときに、前記ラ
ッチ開始信号のラッチを解除し、
　前記スイッチ回路は、前記スイッチ制御信号が入力されているときに開状態になり、前
記スイッチ制御信号が入力されていないときに閉状態になることを特徴とする情報機器。
【００１２】
　ここで、電源スイッチの入力端子と電源装置、電源スイッチの出力端子と平滑コンデン
サの第１の端子、電源スイッチの出力端子とスイッチ回路は、必ずしも直接接続されてい
る必要はなく、それぞれの間に、抵抗器等、他の回路素子が接続されていてもよい。
【００１３】
　適用例１の情報機器では、動作モードが第２の動作モードであって、スイッチ回路が開
状態である場合に、電源スイッチの操作部の姿勢が第１の姿勢から第２の姿勢に切り換え
られて、入力端子と出力端子との接続状態がオフ状態にされると、ラッチ解除信号生成部
が、電源スイッチがオフ状態に切り換えられたことを検出して、ラッチ解除信号を、ラッ
チ回路を有するスイッチ制御信号生成回路に出力する。そして、ラッチ回路は、ラッチ解
除信号が入力されたときにラッチ解除を行う。このため、ラッチ回路は、平滑コンデンサ
の残留電荷が十分に放電されておらず、平滑コンデンサの両端子間の電圧がラッチ回路の
動作電圧未満に低下していなくても、ラッチ解除を行うことができる。したがって、本適
用例の情報機器では、ラッチ解除時間を短縮するために、先に説明した、抵抗値が小さく
、許容損失が大きい抵抗器を放電抵抗として用いる必要がない。つまり、本適用例によっ
て、情報機器の小型化と、ラッチ解除時間の短縮とを両立することができる。
【００１４】
　なお、本明細書において、「電源スイッチの入力端子と出力端子との接続状態がオン状
態である」（単に「電源スイッチがオン状態である」とも言う）とは、少なくとも、電源
スイッチの操作部の姿勢が第１の姿勢であることを意味している。また、「電源スイッチ
の入力端子と出力端子との接続状態がオフ状態である」（単に「電源スイッチがオフ状態
である」とも言う）とは、少なくとも、電源スイッチの操作部の姿勢が第２の姿勢である
ことを意味している。
【００１５】
　［適用例２］
　前記ラッチ解除信号生成部は、前記電源スイッチの前記入力端子と前記出力端子と間の
電位差を検出し、前記電位差が所定値以上である場合に、前記接続状態がオフ状態である
ものとして、前記ラッチ解除信号を前記スイッチ制御信号生成回路に出力する電位差検出
回路を備える適用例１に記載の情報機器。
【００１６】
　動作モードが第２の動作モードであって、スイッチ回路が開状態である場合に、電源ス
イッチの操作部の姿勢が第１の姿勢から第２の姿勢に切り換えられて、入力端子と出力端
子との接続状態がオフ状態になると、平滑コンデンサに直接的、あるいは、間接的に接続
された回路素子の消費電流によって平滑コンデンサの残留電荷が放電されため、平滑コン
デンサの両端子間の電圧が低下し、電源スイッチの入力端子と出力端子との間には、電位
差が生じる。適用例２の情報機器では、電位差検出回路が、電源スイッチの入力端子と出
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力端子との間の電位差を検出し、この電位差が所定値以上になった場合に、電源スイッチ
がオフ状態に切り換えられたものとして、ラッチ解除信号を、ラッチ回路を有するスイッ
チ制御信号生成回路に出力することができる。
【００１７】
　［適用例３］
　前記平滑コンデンサの前記第１の端子と前記ラッチ回路との間に、前記平滑コンデンサ
の残留電荷を放電させる抵抗器を備え、
　前記抵抗器の抵抗値は、前記残留電荷の放電時における消費電力および放電時間に基づ
いて設定される適用例２に記載の情報機器。
【００１８】
　上記抵抗器の抵抗値を比較的高い値とした場合には、動作モードが第２の動作モードで
ある場合においても、上記抵抗器による消費電流が比較的小さくなる。その反面、電源ス
イッチがオフ状態に切り換えられたときの平滑コンデンサの両端子間の電圧の低下が比較
的遅くなるため、電源スイッチの入力端子と出力端子との間に上記所定値以上の電位差が
生じ、電位差検出回路がラッチ解除信号を出力するまでに比較的長い時間がかかる。一方
、上記抵抗器の抵抗値を比較的低い値とした場合には、動作モードが第２の動作モードで
ある場合においてのみ上記抵抗器に電流を流すようにし、電源スイッチがオフ状態に切り
換えられたときの平滑コンデンサの残留電荷の放電時間を比較的短くすることができる。
第１の動作モードには影響しない。その反面、動作モードが第２の動作モードである場合
における上記抵抗器による消費電流が増大する。
【００１９】
　適用例３の情報機器では、平滑コンデンサの残留電荷の放電時における消費電力および
放電時間を考慮して上記抵抗器の抵抗値を設定することによって、動作モードが第２のモ
ードである場合におけるラッチ回路の保持電流、すなわち、上記抵抗器を流れる電流を適
切に設定するとともに、電源スイッチがオフ状態に切り換えられたときに、電位差検出時
間、すなわち、電源スイッチの入力端子と出力端子との間に上記所定値以上の電位差が生
じるまでの時間を適切に設定することができる。
【００２０】
　上記抵抗器の抵抗値は、例えば、動作モードが第２の動作モードであって、ラッチ回路
の保持電流が、第２の動作モードおいて許容される電流値の上限値となるように設定する
ことにより、電源スイッチがオフ状態に切り換えられたときに、電源スイッチの入力端子
と出力端子との間の電位差が所定値以上となるまでの時間を短縮することができる。なお
、第２の動作モードにおいて許容される電流値は、低消費電力の観点からは低いほど望ま
しいが、製品機能の観点では、電位差検出時間を短くしたい場合がある。また、上記上限
値は、ある種の法令や規制、製品仕様によって規定される。
【００２１】
　［適用例４］
　前記制御部は、前記第１の動作モードである期間、前記スイッチ制御信号生成回路にラ
ッチ解除禁止信号を出力し、前記第１の動作モードから前記第２の動作モードに移行する
ときに、前記ラッチ解除禁止信号の出力を停止し、
　前記スイッチ制御信号生成回路は、前記ラッチ解除禁止信号が入力されている期間、前
記ラッチ回路への前記ラッチ解除信号の入力を禁止するラッチ解除禁止回路を備える適用
例２または３記載の情報機器。
【００２２】
　動作モードが第１の動作モードである場合、電源スイッチの入力端子と出力端子との間
の電位差は、電源スイッチがオン状態であっても、例えば、電源スイッチにおける接点部
材の硫化やシロキサン付着等の接点の劣化により、接点抵抗が増大することに起因して、
所定値以上になる場合がある。そして、このような場合にも、電位差検出回路は、電源ス
イッチがオフ状態の場合と同様に、ラッチ解除信号を出力する。このため、スイッチ制御
信号生成回路が、所望しないラッチ解除信号の入力によって誤動作することがあり得る。
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適用例４の情報機器では、スイッチ制御信号生成回路がラッチ解除禁止回路を備えること
によって、所望しないラッチ解除信号の入力による誤動作を防止することができる。
【００２３】
　［適用例５］
　前記スイッチ制御信号生成回路は、前記ラッチ回路から前記ラッチ開始信号をラッチし
ていることを示す状態信号が入力されている期間および前記ラッチ解除禁止回路から前記
ラッチ解除信号が入力されている期間、前記制御部への前記直流電力の供給を遮断する前
記スイッチ制御信号を生成し、
　前記ラッチ開始信号をラッチしていることを示す状態信号および前記ラッチ解除信号が
入力されていない期間、前記制御部への前記直流電力の供給を遮断する前記スイッチ制御
信号を生成しないＯＲ回路を備え、
　前記ＯＲ回路から出力される信号を、前記スイッチ制御信号として出力する適用例４に
記載の情報機器。
【００２４】
　先に説明した適用例４の情報機器では、動作モードが第２の動作モードである場合に、
電源スイッチがオフ状態に切り換えられたときに、ラッチ解除信号によってラッチ回路が
ラッチ解除されるため、スイッチ回路は閉状態になる。このため、電源スイッチがオフ状
態であっても、平滑コンデンサから制御部に電流が流れて、制御部が誤動作するおそれが
ある。これに対し、適用例５の情報機器では、スイッチ制御信号生成回路が上記ＯＲ回路
を備えるので、動作モードが第２の動作モードである場合に、電源スイッチがオフ状態に
切り換えられたときに、スイッチ制御信号生成回路において、制御部への直流電力の供給
を遮断すべきスイッチ制御信号が生成され、スイッチ回路を開状態に保持することができ
る。したがって、上述した制御部の誤動作を防止することができる。
【００２５】
　［適用例６］
　前記制御部は、エラーを検出するエラー検出部を備え、
　前記エラー検出部は、前記エラーを検出したときに、前記ラッチ開始信号を前記スイッ
チ制御信号生成回路に出力する適用例１ないし５のいずれか１例に記載の情報機器。
【００２６】
　適用例６の情報機器では、エラー検出部によって所定のエラーが検出されたときに、ス
イッチ制御信号生成回路は、ラッチ回路がラッチ開始信号をラッチすることによって、制
御部への直流電力の供給を遮断すべきスイッチ制御信号を生成する。したがって、エラー
検出部によって所定のエラーが検出されたときに、スイッチ回路を開状態とし、制御部へ
の直流電力の供給を遮断することができる。この結果、制御部において故障が発生してい
る場合に、この故障の拡大を防止することができる。なお、エラー検出部が検出する所定
のエラーとしては、例えば、過電圧エラーや、低電圧エラーや、短絡エラー等、電源再投
入によって復帰する可能性があるエラーが挙げられる。
【００２７】
　［適用例７］
　前記情報機器は、プリンターである適用例１ないし６のいずれか１項に記載の情報機器
。
【００２８】
　プリンターは、比較的小型な情報機器であるので、本適用例は好適である。
【００２９】
　本発明は、上述の情報機器としての構成の他、情報機器の制御方法の発明として構成す
ることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の第１実施例としての情報機器を含むコンピュータシステム１００の概略
構成を示す説明図である。
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【図２】第１実施例のプリンター１０が備える電力供給遮断回路の概略構成を示す説明図
である。
【図３】第１実施例のプリンター１０における電力供給遮断回路の動作を示すタイミング
チャートである。
【図４】従来のプリンターが備える電力供給遮断回路の概略構成を示す説明図である。
【図５】従来のプリンターにおける電力供給遮断回路の動作を示すタイミングチャートで
ある。
【図６】第２実施例のプリンターが備える電力供給遮断回路の概略構成を示す説明図であ
る。
【図７】第２実施例のプリンターにおける電力供給遮断回路の動作を示すタイミングチャ
ートである。
【図８】第３実施例のプリンターが備える電力供給遮断回路の概略構成を示す説明図であ
る。
【図９】第３実施例のプリンターにおける電力供給遮断回路の動作を示すタイミングチャ
ートである。
【図１０】変形例のプリンターにおける電力供給遮断回路の概略構成を示す説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態について、実施例に基づき説明する。
Ａ．第１実施例：
Ａ１．システム構成：
　図１は、本発明の第１実施例としての情報機器を含むコンピュータシステム１００の概
略構成を示す説明図である。このコンピュータシステム１００は、パーソナルコンピュー
タＰＣと、本発明の情報機器としてのプリンター１０とを備えている。
【００３２】
　プリンター１０には、電源ケーブル２２を介して、ＡＣアダプター２０が接続されてい
る。ＡＣアダプター２０は、電源ケーブル２４を介して、商用電源に接続されている。Ａ
Ｃアダプター２０は、商用電源から供給される交流電力を直流電力に変換して、この直流
電力をプリンター１０に供給する。ＡＣアダプター２０は、［課題を解決するための手段
］における電源装置に相当する。
【００３３】
　プリンター１０には、また、プリンターケーブル３０を介して、パーソナルコンピュー
タＰＣが接続されている。パーソナルコンピュータＰＣには、キーボードＫＢや、マウス
ＭＳや、ディスプレイＤＰが接続されている。プリンター１０は、パーソナルコンピュー
タＰＣから印刷ジョブが投入されたときに印刷を実行する。
【００３４】
　本実施例のプリンター１０は、消費電力を抑制するために、動作モードとして、ＣＰＵ
を含む内部回路にＡＣアダプター２０から供給された直流電力を供給する通常の動作モー
ドである電力供給モードと、内部回路への直流電力の供給が遮断される電力遮断モード（
オフモード）とを有している。そして、長時間、パーソナルコンピュータＰＣからプリン
ター１０に印刷ジョブが投入されない場合に、動作モードが電力供給モードから電力遮断
モードに切り換わる。動作モードが電力供給モードから電力遮断モードに切り換わるまで
の時間は、プリンター１０のユーザによって任意に設定可能である。動作モードが電力供
給モードから電力遮断モードに切り換わるときの内部回路への直流電力の供給の遮断は、
電力供給遮断回路によって行われる。この電力供給遮断回路については、後から詳述する
。なお、電力供給モードには、印刷実行時の比較的消費電力が高い動作モードである通常
モードと、印刷実行から所定時間が経過した後に印刷ジョブの投入を待機しているときの
比較的消費電力が低い動作モードである省電力モードとが含まれる。
【００３５】
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Ａ２．電力供給遮断回路の構成：
　図２は、第１実施例のプリンター１０が備える電力供給遮断回路の概略構成を示す説明
図である。図示するように、電力供給遮断回路は、タクトスイッチ１２と、平滑コンデン
サ１３と、抵抗器１３Ｒと、スイッチ回路１４と、スイッチ制御信号生成回路１５と、電
位差検出回路１６と、を備える。スイッチ制御信号生成回路１５は、ラッチ回路１５ａを
備えている。ラッチ回路１５ａは、接地されている。
【００３６】
　タクトスイッチ１２は、入力端子１２ａと、出力端子１２ｂと、操作部１２ｃと、を備
えている。タクトスイッチ１２は、操作部１２ｃの姿勢を、入力端子１２ａと出力端子１
２ｂとの接続状態（以下、単に接続状態とも言う）がオン状態となる第１の姿勢と、接続
状態がオフ状態となる第２の姿勢との間で切り換える切換操作によって、接続状態を切り
換えるための電源スイッチである。タクトスイッチ１２は、切換操作が行われない限り、
操作部１２ｃの姿勢、および、接続状態を保持する。入力端子１２ａは、ＡＣアダプター
２０に接続されている。
【００３７】
　平滑コンデンサ１３は、第１の端子１３ａと、第２の端子１３ｂと、を有している。第
１の端子１３ａは、タクトスイッチ１２の出力端子１２ｂに接続されており、第２の端子
１３ｂは、接地されている。平滑コンデンサ１３は、電圧Ｖｉｎ２を安定化させるための
コンデンサである。この平滑コンデンサ１３としては、比較的大容量のコンデンサが用い
られる。
【００３８】
　抵抗器１３Ｒは、平滑コンデンサ１３の第１の端子１３ａと、ラッチ回路１５ａとの間
に接続されている。この抵抗器１３Ｒは、タクトスイッチ１２がオフ状態に切り換えられ
たときに、平滑コンデンサ１３の残留電荷を、ラッチ回路１５ａを介して放電させるため
に用いられる。そして、この抵抗器１３Ｒの抵抗値は、平滑コンデンサ１３の残留電荷の
放電時における消費電力および放電時間を考慮して設定されている。本実施例では、抵抗
器１３Ｒの抵抗値は、上記放電時の消費電力が０．５（Ｗ）以下（ＥｕＰ指令の上限値）
となる範囲内で、放電時間が最短になるように設定されている。
【００３９】
　スイッチ回路１４は、タクトスイッチ１２の出力端子１２ｂに接続されている。スイッ
チ回路１４は、スイッチ制御信号生成回路１５から入力されたスイッチ制御信号ＶＳＣに
基づいて、ＣＰＵ１７、および、エラー検出回路１８を含む内部回路への直流電力の供給
と遮断とを切り換える。スイッチ回路１４は、内部回路への直流電力の供給を遮断すべき
スイッチ制御信号ＶＳＣが入力されているときに、開状態になる。また、スイッチ回路１
４は、内部回路への直流電力の供給を遮断すべきスイッチ制御信号ＶＳＣが入力されてい
ないときに、閉状態になる。スイッチ回路１４を通過した直流電力は、図示しないＤＣ／
ＤＣコンバータによって電圧変換され（電圧Ｖｃｃ）、ＣＰＵ１７や、エラー検出回路１
８に供給される。スイッチ回路１４は、ＦＥＴ（；Field Effect transistor）等を含ん
でいる。
【００４０】
　スイッチ制御信号生成回路１５は、ＣＰＵ１７、または、エラー検出回路１８から入力
されたラッチ開始信号ＶＬＴと、電位差検出回路１６から入力されたラッチ解除信号ＶＲ
ＳＴとに基づいて、スイッチ制御信号ＶＳＣを生成し、このスイッチ制御信号ＶＳＣをス
イッチ回路１４に出力する。本実施例では、スイッチ制御信号生成回路１５は、ラッチ回
路１５ａにラッチ開始信号ＶＬＴが入力されて、ラッチ回路１５ａにラッチ開始信号ＶＬ
Ｔがラッチされている期間、内部回路への直流電力の供給を遮断すべきスイッチ制御信号
ＶＳＣを生成する。ラッチ回路１５ａは、ラッチ解除信号ＶＲＳＴが入力されたときに、
ラッチ解除する。そして、スイッチ制御信号生成回路１５は、ラッチ回路１５ａにラッチ
開始信号ＶＬＴがラッチされていない期間は、内部回路への直流電力の供給を遮断すべき
スイッチ制御信号ＶＳＣを生成しない。なお、ラッチ回路１５ａは、ＡＣアダプター２０
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から入力された、タクトスイッチ１２の後段の電圧Ｖｉｎ２によって動作する。
【００４１】
　電位差検出回路１６は、タクトスイッチ１２の入力端子１２ａと出力端子１２ｂとの間
の電位差（Ｖｉｎ１－Ｖｉｎ２）を検出し、両端子間の電位差が所定値以上（例えば、１
（Ｖ）以上）である場合に、ラッチ解除信号ＶＲＳＴをスイッチ制御信号生成回路１５に
出力する。つまり、電位差検出回路１６は、例えば、タクトスイッチ１２の入力端子１２
ａと出力端子１２ｂとの間の電位差が所定値以上となる、タクトスイッチ１２がオフ状態
の場合に、ラッチ解除信号ＶＲＳＴを出力する。
【００４２】
　ＣＰＵ１７は、動作モードが電力供給モードから電力遮断モードに移行するときに、ラ
ッチ開始信号ＶＬＴを電位差検出回路１６に出力する。エラー検出回路１８は、プリンタ
ー１０の動作モードが電力供給モードである場合に、プリンター１０の内部における所定
のエラーを検出し、このエラーを検出したときに、スイッチ制御信号生成回路１５にラッ
チ開始信号ＶＬＴを出力する。エラー検出回路１８が検出するエラーとしては、例えば、
過電圧エラーや、低電圧エラーや、短絡エラー等が挙げられる。ＣＰＵ１７、および、エ
ラー検出回路１８は、［課題を解決するための手段］における制御部に相当する。
【００４３】
Ａ３．電力供給遮断回路の動作：
　図３は、第１実施例のプリンター１０における電力供給遮断回路の動作を示すタイミン
グチャートである。
【００４４】
　タクトスイッチ１２がオフ状態である時刻ｔ０において、タクトスイッチ１２の操作部
１２ｃの姿勢が第２の姿勢から第１の姿勢に切り換えられ、タクトスイッチ１２がオン状
態になると、電圧Ｖｉｎ２が立ち上がり、プリンター１０の動作モードは、電力供給モー
ドになる。
【００４５】
　その後、ＣＰＵ１７は、タイマーを参照して、パーソナルコンピュータＰＣから印刷ジ
ョブが投入されないまま所定時間が経過すると、時刻ｔ１において、プリンター１０の動
作モードを電力供給モードから電力遮断モードに移行するために、ラッチ開始信号ＶＬＴ
を出力する。このラッチ開始信号ＶＬＴをラッチ回路１５ａがラッチすると（ラッチ状態
：ラッチ有効）、スイッチ制御信号生成回路１５は、内部回路への直流電力の供給を遮断
すべきスイッチ制御信号ＶＳＣをスイッチ回路１４に出力する。このスイッチ制御信号Ｖ
ＳＣがスイッチ回路１４に入力されると、スイッチ回路１４は、開状態になる。スイッチ
回路１４が開状態になり、内部回路への直流電力の供給が遮断された後は、タクトスイッ
チ１２がオフ状態に切り換えられ、再度、オン状態に切り換えられるまで、プリンター１
０の動作モードは、電力遮断モードのままである。
【００４６】
　プリンター１０の動作モードを電力遮断モードから電力供給モードに復帰させるために
、時刻ｔ３において、タクトスイッチ１２の操作部１２ｃの姿勢が第１の姿勢から第２の
姿勢に切り換えられ、タクトスイッチ１２がオフ状態になると、平滑コンデンサ１３の残
留電荷が、抵抗器１３Ｒやラッチ回路１５ａ等を介して放電されるため、平滑コンデンサ
１３の両端子間の電圧（電圧Ｖｉｎ２）が低下する。このため、タクトスイッチ１２の入
力端子１２ａと出力端子１２ｂとの間には、電位差が生じる。電位差検出回路１６は、タ
クトスイッチ１２の入力端子１２ａと出力端子１２ｂとの間の電位差が所定値以上になっ
たことを検出して、ラッチ解除信号ＶＲＳＴをスイッチ制御信号生成回路１５に出力する
。このラッチ解除信号ＶＲＳＴがラッチ回路１５ａに入力されて、ラッチ解除されると（
ラッチ状態：無効）、スイッチ制御信号生成回路１５は、内部回路への直流電力の供給を
遮断すべきスイッチ制御信号ＶＳＣの出力を停止する。スイッチ回路１４は、内部回路へ
の直流電力の供給を遮断すべきスイッチ制御信号ＶＳＣの入力が停止されると、閉状態に
なる。



(11) JP 5633139 B2 2014.12.3

10

20

30

40

50

【００４７】
　そして、時刻ｔ４において、タクトスイッチ１２の操作部１２ｃの姿勢が第２の姿勢か
ら第１の姿勢に切り換えられ、タクトスイッチ１２がオン状態になると、プリンター１０
の動作モードは、電力供給モードに復帰する。なお、本実施例において、上述した時刻ｔ
３から時刻ｔ４までの時間間隔は、例えば、０．５秒程度であり、タクトスイッチ１２に
おける操作部１２ｃの切り換え時間としては、比較的短い時間である。したがって、時刻
ｔ３から時刻ｔ４までの期間において、平滑コンデンサ１３の残留電荷は、抵抗器１３Ｒ
やラッチ回路１５ａ等を介して放電されるが、時刻ｔ４において、電圧Ｖｉｎ２は、ラッ
チ回路１５ａの動作電圧未満には低下しない。
【００４８】
　なお、先に説明したように、プリンター１０の動作モードが電力供給モードである場合
、エラー検出回路１８は、プリンター１０の内部における所定のエラーを検出し、このエ
ラーを検出したときに、スイッチ制御信号生成回路１５にラッチ開始信号ＶＬＴを出力す
る。この場合には、図示は省略しているが、電力供給遮断回路は、時刻ｔ１において、Ｃ
ＰＵ１７からラッチ開始信号ＶＬＴが出力されたときと同様に動作し、プリンター１０の
動作モードが電力供給モードから電力遮断モードに切り換わる。
【００４９】
Ａ４．効果：
　ここで、第１実施例のプリンター１０が上述した構成を有する電力供給遮断回路を備え
ることによる効果を示すため、動作モードとして、電力供給モードと、電力遮断モードと
を有する従来のプリンターにおける電力供給遮断回路について説明する。
【００５０】
　図４は、従来のプリンターが備える電力供給遮断回路の概略構成を示す説明図である。
図４と図２との比較から分かるように、この電力供給遮断回路は、放電抵抗Ｒとスイッチ
回路ＳＷとを有する放電回路を備えること、電位差検出回路１６を備えないこと、および
、エラー検出回路１８を備えていないことが、第１実施例のプリンター１０が備える電力
供給遮断回路と異なっている。なお、放電回路は、タクトスイッチ１２がオン状態からオ
フ状態に切り換えられたときに動作して、平滑コンデンサ１３の残留電荷を放電するため
の回路である。
【００５１】
　図５は、従来のプリンターにおける電力供給遮断回路の動作を示すタイミングチャート
である。時刻ｔ０から時刻ｔ３までの動作は、第１実施例のプリンター１０における電力
供給遮断回路の動作と同じである（図３参照）。
【００５２】
　従来のプリンターにおける電力供給遮断回路では、時刻ｔ３において、タクトスイッチ
１２がオフ状態になると、放電回路が動作して、平滑コンデンサ１３の残留電荷が放電さ
れる。その後、時刻ｔ５において、平滑コンデンサ１３の両端子間の電圧（電圧Ｖｉｎ２
）がラッチ回路１５Ｒａの動作電圧未満に低下すると、ラッチ回路１５Ｒａのラッチ解除
がなされる（ラッチ状態：無効）。このラッチ解除によって、スイッチ回路１４が閉状態
になる。そして、時刻ｔ６において、再度、タクトスイッチ１２がオン状態に切り換えら
れたときに、内部回路に直流電力が供給される。
【００５３】
　つまり、従来のプリンターにおける電力供給遮断回路では、平滑コンデンサ１３の両端
子間の電圧がラッチ回路１５Ｒａの動作電圧未満になるまで、ラッチ回路１５Ｒａがラッ
チ解除されず、スイッチ回路１４は開状態のままである。したがって、平滑コンデンサ１
３の両端子間の電圧がラッチ回路１５Ｒａの動作電圧未満に低下する前の時刻ｔ４におい
て、タクトスイッチ１２がオン状態に切り換えられても、スイッチ回路１４は開状態のま
まであり、内部回路に直流電力の供給を行うことができない。
【００５４】
　このような不具合を解消するためには、放電回路が備える放電抵抗Ｒとして、抵抗値が



(12) JP 5633139 B2 2014.12.3

10

20

30

40

50

できるだけ小さく、許容損失ができるだけ大きい抵抗器を用いることによって、ラッチ回
路１５Ｒａのラッチ解除時間を短縮することが考えられる。しかし、このような特性を有
する抵抗器は、一般に外形寸法が比較的大きいため、このような抵抗器を放電抵抗Ｒとし
て用いることは、プリンターの大型化を招く。このため、上述した特性を有する抵抗器は
、プリンターへの搭載には適さない。
【００５５】
　これに対し、第１実施例のプリンター１０では、電力供給遮断回路が、電位差検出回路
１６を備えているので、平滑コンデンサ１３の残留電荷の放電を行うことなく、電位差検
出回路１６から出力されたラッチ解除信号ＶＲＳＴによって、ラッチ回路１５ａのラッチ
解除を行うことができる。したがって、第１実施例のプリンター１０では、ラッチ解除時
間を短縮するために、先に説明した、抵抗値が小さく、許容損失が大きい抵抗器を放電抵
抗Ｒとして用いる必要がない。つまり、第１実施例のプリンター１０によって、プリンタ
ー１０の小型化と、ラッチ解除時間の短縮とを両立することができる。
【００５６】
　また、第１実施例のプリンター１０では、エラー検出回路１８が、所定のエラーを検出
したときに、ラッチ開始信号ＶＬＴを出力して、内部回路への直流電力の供給を遮断する
ことができるので、内部回路において故障が発生している場合に、この故障の拡大を防止
することができる。
【００５７】
　また、第１実施例のプリンター１０では、電力供給遮断回路における抵抗器１３Ｒの抵
抗値が、平滑コンデンサ１３の残留電荷の放電時における消費電力および放電時間を考慮
して設定されているので、動作モードが電力遮断モードである場合におけるラッチ回路１
５ａの保持電流、すなわち、抵抗器１３Ｒを流れる電流を適切に設定するとともに、タク
トスイッチ１２がオフ状態に切り換えられたときに、電位差検出時間、すなわち、タクト
スイッチ１２の入力端子１２ａと出力端子１２ｂとの間に上記所定値以上の電位差が生じ
るまでの時間を適切に設定することができる。
【００５８】
Ｂ．第２実施例：
　第２実施例のプリンターは、第１実施例のプリンター１０と同様に、動作モードとして
、電力供給モードと、電力遮断モードとを有している。ただし、第２実施例のプリンター
は、電力供給遮断回路の構成が、第１実施例のプリンター１０と異なっている。以下、第
２実施例のプリンターにおける電力供給遮断回路の構成、および、動作について説明する
。
【００５９】
Ｂ１．電力供給遮断回路の構成：
　図６は、第２実施例のプリンターが備える電力供給遮断回路の概略構成を示す説明図で
ある。図６と図２との比較から分かるように、第２実施例のプリンターでは、電力供給遮
断回路は、第１実施例におけるスイッチ制御信号生成回路１５の代わりに、スイッチ制御
信号生成回路１５Ａを備えている。そして、スイッチ制御信号生成回路１５Ａは、ラッチ
回路１５ａに加えて、ラッチ解除禁止回路１５ｂを備えている。また、ＣＰＵ１７は、プ
リンター１０の動作モードが電力供給モードである期間、ラッチ解除禁止信号ＶＰＲをラ
ッチ解除禁止回路１５ｂに出力し、動作モードが電力供給モードから電力遮断モードに移
行するときに、ラッチ解除禁止信号ＶＰＲの出力を停止する（図７参照）。ラッチ解除禁
止回路１５ｂは、ラッチ解除禁止信号ＶＰＲが入力されている期間、電位差検出回路１６
から出力されたラッチ解除信号ＶＲＳＴのラッチ回路１５ａへの出力を禁止する。なお、
上述した構成以外は、第１実施例と同じである。
【００６０】
Ｂ２．電力供給遮断回路の動作：
　図７は、第２実施例のプリンターにおける電力供給遮断回路の動作を示すタイミングチ
ャートである。第２実施例における電力供給遮断回路の動作は、第１実施例とほぼ同じで
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ある。ただし、第２実施例における電力供給遮断回路では、ラッチ解除禁止回路１５ｂを
備えるので、動作モードが電力供給モードである期間、電位差検出回路１６から出力され
たラッチ解除信号ＶＲＳＴがラッチ回路１５ａに入力されることはない。
【００６１】
　動作モードが電力供給モードである場合、タクトスイッチ１２の入力端子１２ａと出力
端子１２ｂとの間の電位差は、タクトスイッチ１２がオン状態であっても、例えば、タク
トスイッチ１２における接点部材の硫化やシロキサン付着等の接点の劣化により、接点抵
抗が増大することに起因して、図７中に一点鎖線で囲ったように、所定値以上になる場合
がある。そして、このような場合にも、電位差検出回路１６は、タクトスイッチ１２がオ
フ状態の場合と同様に、ラッチ解除信号ＶＲＳＴを出力する（図７のラッチ解除信号ＶＲ
ＳＴ参照）。このため、第１実施例におけるスイッチ制御信号生成回路１５のように、ラ
ッチ解除禁止回路１５ｂを備えていない場合には、スイッチ制御信号生成回路１５Ａが、
所望しないラッチ解除信号ＶＲＳＴの入力によって誤動作することがあり得る。これに対
し、第２実施例のプリンターでは、電力供給遮断回路におけるスイッチ制御信号生成回路
１５Ａがラッチ解除禁止回路１５ｂを備えることによって、所望しないラッチ解除信号の
入力による誤動作を防止することができる。
【００６２】
　以上説明した第２実施例のプリンターによっても、第１実施例のプリンター１０と同様
に、放電抵抗Ｒを用いることなく、電位差検出回路１６から出力されるラッチ解除信号Ｖ
ＲＳＴによって、ラッチ回路１５ａのラッチ解除を行うことができるので、プリンターの
小型化と、ラッチ解除時間の短縮とを両立することができる。
【００６３】
Ｃ．第３実施例：
　第３実施例のプリンターは、第２実施例のプリンターと同様に、動作モードとして、電
力供給モードと、電力遮断モードとを有している。ただし、第３実施例のプリンターは、
電力供給遮断回路の構成が、第２実施例のプリンターと異なっている。以下、第３実施例
のプリンターにおける電力供給遮断回路の構成、および、動作について説明する。
【００６４】
Ｃ１．電力供給遮断回路の構成：
　図８は、第３実施例のプリンターが備える電力供給遮断回路の概略構成を示す説明図で
ある。図８と図６との比較から分かるように、第３実施例のプリンターでは、電力供給遮
断回路は、第２実施例におけるスイッチ制御信号生成回路１５Ａの代わりに、スイッチ制
御信号生成回路１５Ｂを備えている。そして、スイッチ制御信号生成回路１５Ｂは、ラッ
チ回路１５ａ、および、ラッチ解除禁止回路１５ｂに加えて、ＯＲ回路１５ｃを備えてい
る。そして、ＯＲ回路１５ｃには、ラッチ回路１５ａから出力されたラッチ回路１５ａの
ラッチ状態を示す状態信号ＶＳＴと、ラッチ解除禁止回路１５ｂを通解したラッチ解除信
号ＶＲＳＴとが入力される。なお、状態信号ＶＳＴは、第２実施例におけるスイッチ制御
信号ＶＳＣと同じ信号である。スイッチ制御信号生成回路１５Ｂは、ＯＲ回路１５ｃから
出力される信号をスイッチ制御信号ＶＳＣとして、スイッチ回路１４に出力する。
【００６５】
　つまり、スイッチ制御信号生成回路１５Ｂは、ＯＲ回路１５ｃに、ラッチ回路１５ａか
らラッチ開始信号ＶＬＴをラッチしていることを示す状態信号ＶＳＴが入力されている期
間、および、ラッチ解除禁止回路１５ｂからラッチ解除信号ＶＲＳＴが入力されている期
間、内部回路への直流電力の供給を遮断すべきスイッチ制御信号ＶＳＣを生成する。また
、スイッチ制御信号生成回路１５Ｂは、ＯＲ回路１５ｃに、ラッチ開始信号ＶＬＴをラッ
チしていることを示す状態信号ＶＳＴおよびラッチ解除信号ＶＲＳＴの双方が入力されて
いない期間、内部回路への直流電力の供給を遮断すべきスイッチ制御信号ＶＳＣを生成し
ない。
【００６６】
Ｃ２．電力供給遮断回路の動作：
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　図９は、第３実施例のプリンターにおける電力供給遮断回路の動作を示すタイミングチ
ャートである。時刻ｔ０から時刻ｔ３までの動作は、第２実施例のプリンターにおける電
力供給遮断回路の動作と同じである（図７参照）。
【００６７】
　先に説明した第２実施例のプリンターにおける電力供給遮断回路では、時刻ｔ３におい
て、すなわち、動作モードが電力遮断モードである場合に、タクトスイッチ１２がオフ状
態にされたときに、ラッチ解除信号ＶＲＳＴによってラッチ回路１５ａがラッチ解除され
るため、スイッチ回路１４は閉状態になる。このため、タクトスイッチ１２がオフ状態で
あっても、平滑コンデンサ１３からＣＰＵ１７を含む内部回路に電流が流れて、内部回路
が誤動作するおそれがある。
【００６８】
　これに対し、第３実施例のプリンターにおける電力供給遮断回路では、時刻ｔ３におい
て、ＯＲ回路１５ｃにラッチ解除信号ＶＲＳＴが入力され、このラッチ解除信号ＶＲＳＴ
が、スイッチ回路１４を開状態とすべきスイッチ制御信号ＶＳＣとして、スイッチ制御信
号生成回路１５Ｂからスイッチ回路１４に出力されるので、スイッチ回路１４を開状態に
保持することができる。したがって、上述した内部回路の誤動作を防止することができる
。
【００６９】
　なお、第３実施例のプリンターにおける電力供給遮断回路において、ラッチ解除禁止回
路１５ｂを省略した場合には、図９中に一点鎖線で示したように、タクトスイッチ１２の
入力端子１２ａと出力端子１２ｂとの間に生じる電位差が所定値以上になった場合に、電
位差検出回路１６からラッチ解除信号ＶＲＳＴが出力され、このラッチ解除信号ＶＲＳＴ
がスイッチ制御信号ＶＳＣとしてスイッチ制御信号生成回路１５Ｂ（ＯＲ回路１５ｃ）か
ら出力される。このため、動作モードが電力供給モードである期間に、スイッチ回路１４
が開状態になってしまう場合がある。しかし、本実施例では、ラッチ解除禁止回路１５ｂ
を備えるので、上述した不具合は生じない。
【００７０】
　以上説明した第３実施例のプリンターによっても、第１実施例のプリンター１０や、第
２実施例のプリンターと同様に、放電抵抗Ｒを用いることなく、電位差検出回路１６から
出力されるラッチ解除信号ＶＲＳＴによって、ラッチ回路１５ａのラッチ解除を行うこと
ができるので、プリンターの小型化と、ラッチ解除時間の短縮とを両立することができる
。
【００７１】
Ｄ．変形例：
　以上、本発明のいくつかの実施の形態について説明したが、本発明はこのような実施の
形態になんら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内において種々なる態
様での実施が可能である。例えば、以下のような変形が可能である。
【００７２】
Ｄ１．変形例１：
　上記第１実施例のプリンター１０では、電力供給遮断回路は、電位差検出回路１６を備
え、この電位差検出回路１６がラッチ解除信号ＶＲＳＴをスイッチ制御信号生成回路１５
に出力するものとしたが、本発明は、これに限られない。タクトスイッチ１２の入力端子
１２ａと出力端子１２ｂとの接続状態を検出し、この接続状態がオフ状態である場合に、
ラッチ解除信号ＶＲＳＴをスイッチ制御信号生成回路１５に出力するラッチ解除信号生成
部を、電力供給遮断回路が備えるようにすればよい。
【００７３】
　図１０は、変形例のプリンターにおける電力供給遮断回路の概略構成を示す説明図であ
る。図１０と図２との比較から分かるように、変形例のプリンターにおける電力供給遮断
回路は、第１実施例における電位差検出回路１６の代わりに、センサー１６ｓを備える。
このセンサー１６ｓは、タクトスイッチ１２がオフ状態にセットされているか、オン状態
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にセットされているかを検出する。そして、センサー１６ｓは、タクトスイッチ１２がオ
フ状態にセットされているときに、ラッチ解除信号ＶＲＳＴをスイッチ制御信号生成回路
１５に出力する。また、センサー１６ｓは、タクトスイッチ１２がオン状態にセットされ
ているときに、ラッチ解除信号ＶＲＳＴをスイッチ制御信号生成回路１５に出力しない。
なお、センサー１６ｓは、タクトスイッチ１２がオフ状態にセットされているか、オン状
態にセットされているかを検出可能なセンサーであればよく、例えば、光学センサーや、
超音波センサー等、種々のセンサーを適用可能である。電力供給遮断回路を上述した構成
とすることによっても、第１実施例のプリンター１０と同様の効果を奏することができる
。
【００７４】
Ｄ２．変形例２：
　上記実施例では、電力供給遮断回路が備えるラッチ回路１５ａには、エラー検出回路１
８から出力されたラッチ開始信号ＶＬＴが入力されるものとしたが、これを省略するよう
にしてもよい。
【００７５】
Ｄ３．変形例３：
　上記実施例では、電力供給遮断回路が備える電源スイッチとして、タクトスイッチ１２
を用いるものとしたが、本発明は、これに限られない。本発明において、一般に、電源ス
イッチは、入力端子と出力端子と操作部とを有する電源スイッチであって、操作部の姿勢
を、入力端子と出力端子との接続状態がオン状態となる第１の姿勢と、接続状態がオフ状
態となる第２の姿勢との間で切り換える切換操作によって、接続状態が切り換えられると
ともに、切換操作が行われない限り、操作部の姿勢および接続状態が保持されるタイプの
スイッチであればよい。このようなスイッチとしては、例えば、トグルスイッチや、スラ
イドスイッチや、ロッカースイッチ等が挙げられる。
【００７６】
Ｄ４．変形例４：
　上記実施例では、本発明をプリンターに適用した場合について説明したが、プリンター
以外の他の情報機器に適用することも可能である。
【符号の説明】
【００７７】
　　１０…プリンター
　　１２…タクトスイッチ
　　１２ａ…入力端子
　　１２ｂ…出力端子
　　１２ｃ…操作部
　　１３…平滑コンデンサ
　　１３ａ…第１の端子
　　１３ｂ…第２の端子
　　１３Ｒ…抵抗器
　　１４…スイッチ回路
　　１５，１５Ａ，１５Ｂ…スイッチ制御信号生成回路
　　１５ａ，１５Ｒａ…ラッチ回路
　　１５ｂ…ラッチ解除禁止回路
　　１５ｃ…ＯＲ回路
　　１６…電位差検出回路
　　１６ｓ…センサー
　　１７…ＣＰＵ
　　１８…エラー検出回路
　　２０…ＡＣアダプター
　　２２，２４…電源ケーブル
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　　３０…プリンターケーブル
　　１００…コンピュータシステム
　　ＶＬＴ…ラッチ開始信号
　　ＶＲＳＴ…ラッチ解除信号
　　ＶＳＣ…スイッチ制御信号
　　ＶＰＲ…ラッチ解除禁止信号
　　ＶＳＴ…状態信号
　　Ｒ…放電抵抗

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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